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全国調査を通して，介護保険制度施行５年後の高齢者の介護サービスに関する認知と利用意
向の実態と要因について モデルを活用して分析する。
層化２段抽出法によって全国100地点から抽出された65歳以上80歳未満の高齢者1,053名を対

象に，14種類の介護サービスについて認知と利用意向を個別面接調査でたずねた。調査実施時
期は2005年３月である。分析においては，個別サービスの認知と利用意向の単純集計を行った
うえで主成分分析を行い，利用意向については施設サービス利用意向と在宅サービス利用意向
の２因子を抽出した。そのうえで，サービス認知，施設サービス利用意向，在宅サービス利用
意向のそれぞれを従属変数として， モデルにおける個人要因を構成する素因，ニー
ズ要因，利用促進要因に帰属する計15変数を独立変数とする階層的重回帰分析を実施した。
サービス認知ではグループホームなどの新しいサービスで認知度が低く，学歴，居住年数，

世間体，保健行動，社会階層，ソーシャルサポートが統計的に有意な規定要因となっていた。
一方，サービス利用意向は，施設サービス利用意向と在宅サービス利用意向の２因子構造に
なっており，後者の利用意向が前者に比較して高くなっていた。さらに，階層的重回帰分析の
結果から，両者ともサービス認知が規定要因であることに加え，施設サービス利用意向では老
親介護規範， ，社会階層，在宅サービス利用意向では年齢，保健行動， が規定要
因となっていた。
介護保険制度施行５年後の時点で，新しいサービスについて認知が十分に図られていないこ

とが判明した。またサービス認知を阻む要因として社会経済的格差や社会関係の希薄さが認め
られ，これらの改善を図る必要性が示された。介護サービスの利用意向では施設サービスと在
宅サービスの利用意向が異なり，施設サービスでは依然として老親介護規範といった伝統的な
意識の影響をうけるが，在宅サービスについてはそうした傾向は認められず，若い高齢者を中
心に健康維持や介護予防の観点から利用が志向されていることが示唆された。

モデル，介護保険，サービス認知，サービス利用，全国調査

Ⅰ

わが国では2000年から介護保険制度が施行
され，措置から契約にもとづく介護保険サービ
スの利用形態へとシステムが大きく転換した。

家族による私的介護から社会的介護への転換を
うたう当該制度の成立・展開は，高齢者やその
家族の高齢者介護に関わる意識や行動規範に影
響を及ぼし，介護保険サービスの利用が予想以
上に増大している。本研究はこのような状況を
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踏まえ，介護保険制度施行５年後の高齢者の介
護サービスに関する認知と利用意向の実態を把
握するとともに，これまで保健・医療・福祉
サービス利用を説明するモデルとして欧米諸国
を中心に多くの研究に用いられてきた
モデルを活用して，サービス利用を規定す

る要因を分析することを目的とする。

Ⅱ

Andersen

欧米における保健・医療・福祉サービス利用
の研究では，1970年代に提起された
モデルが多用されている1)。このモデルは，本
来，医療サービスの利用を説明するモデルとし
て提起されたが，近年は保健や福祉サービスに
も適用が拡がっている。当該モデルは，医療
サービスの利用に影響する要因を①社会的要因
（技術水準と社会規範），②医療システム要因
（資源と組織），③個人要因（素因，ニーズ要因，
利用促進要因）に区分し，社会的要因が医療シ
ステム要因を規定するとともに，両要因が個人
要因に影響を及ぼし，最終的にサービス利用の
有無につながる図式を想定する。個人要因を構
成する素因には，性，年齢などの人口学的要因，
学歴，職業，居住地移動などの社会文化的要因，
健康やサービスに対する意識・態度要因がある。
ニーズ要因には，サービスの必要性をもたらす
疾病や日常生活動作（以下， ），心身の健
康に対する主観的・客観的評価などが含まれ
る2)。利用促進要因は，経済的能力や保険の有
無，交通手段の保有などサービス利用を促進す
る世帯や地域に関わる諸要因をさす。なお，
サービス認知とソーシャルサポートについては
利用促進要因の一部とみなす研究がある一方で，
単独のカテゴリーとして扱う研究もみられ，見
解の一致には至っていない。

モデルにおいて想定される変数は
数多いが，欧米の実証研究では，個人要因の部

分のみを変数化した分析モデルを想定し，素因，
ニーズ要因，利用促進要因のサービス利用に与
える影響を分析する方法をとる研究が多数を占
めている。その結果，学歴が高いほど医療・保
健・福祉サービスの認知が高いこと，当該サー
ビスを認知していることが当該サービス利用に
つながっていることが知られている3)。さらに
在宅ケアサービスの利用に関しては，最も在宅
ケアサービスを利用するのは高齢者であり，

および手段的日常生活動作（以下，
）が低いこと，ひとり暮らしであること，

インフォーマルなサポートが少ないこと，医療
扶助であるメディケイドの受給者であることが
在宅ケアサービスの利用を高める要因であるこ
とが明らかになっている4)。しかし，これらの
要因以外は研究間で必ずしも一貫性のある結果
は得られていない。その背景には，調査地域や
サンプルの多様性，研究対象となるサービスの
種類や類型化の複雑性，福祉サービスが利用に
当たって規制する資格要件などの特殊性などが
あるものと考えられる。さらに， モ
デルが介護者の心身のニーズや意識要因を視野
に入れない点もモデルの説明率の低さをもたら
す要因であるという批判もある。

わが国における研究では，措置制度が施行さ
れていた2000年以前は「頼りにする子どもの有
無」や「社会福祉に対する考え」などがサービ
ス利用の規定要因として指摘されていた5)。ま
た，通所系サービスに比べて訪問系サービスに
対してより強い抵抗感があり，伝統的な考え方
を持つ高齢者においてこうした傾向が顕著にみ
られている6)。介護保険制度施行直後において
も，世間体を気にする人はサービス利用に対す
る抵抗感が強い傾向にあり7)，評価懸念，家族
介護意識，福祉への抵抗感が高いほど介護サー
ビスの利用意図が低いという結果が示されてい
る8)。
一方，介護保険制度の施行に伴いサービス利
用のあり方に変化が生まれ，新たな利用者層の
出現が把握されている9)。また加治屋らによる
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素因
人口学的要因 性，年齢，配偶者の有無
社会文化的要因 学歴，居住年数，世帯員数
意識・態度要因 老親介護規範，世間体，保健行動

ニーズ要因 慢性疾患の有無

利用促進要因
世帯要因 社会階層
地域要因 地域規模，ソーシャルサポート
サービス認知 （サービス利用意向の分析のみ投入）
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モデルを活用した地理疫学的研究か
らは10)，地域によってサービス利用者率に有意
な差が存在するとともに，週当たり家事平均時
間が少なく，居宅介護支援事業所数が多いこと
が利用者率を高めていることが明らかになって
いる。ただし，当該研究では，これまでわが国
におけるサービス利用をめぐって重要とされて
きた個人の意識や態度に関する要因との関連に
ついては論じられておらず，意識・態度要因の
今日的な影響力の把握が求められている。

Ⅲ

調査対象者は，層化２段抽出法によって全国
100地点から抽出された65歳以上80歳未満の高
齢者1,053名である。調査実施時期は2005年３
月，調査方法は個別面接調査法である。

本研究で対象としたサービスは，①特別養護
老人ホーム（介護老人福祉施設），②老人保健
施設（介護老人保健施設），③介護療養型医療
施設，④グループホーム（認知症対応型小規模
生活介護），⑤有料老人ホーム（特定施設生活
介護），⑥ホームヘルプ（訪問介護），⑦訪問看
護，⑧デイサービス・デイケア（通所介護，通
所リハビリ），⑨ショートスティ（短期入所生
活／療養介護），⑩福祉用具の貸与・購入費の
支給，⑪住宅改修費の支給，⑫ケアマネー
ジャー（介護支援サービス），⑬在宅介護支援
センター，⑭介護予防サービス（転倒予防，筋
力トレーニング）の14種類のサービスである。

なお，本研究はサービス全体を総称する用語
として「介護サービス」を用いるが，在宅介護
支援センターと介護予防サービスは調査の時点
で介護保険サービスではない。分析においては，

モデルにおける個人要因を構成する
素因，ニーズ要因，利用促進要因を のとお
り変数化し，階層的重回帰分析によって各要因
の影響力を分析する。なお，以下に主要な変数
の説明を加えておく。
老親介護規範は「子どもが親を介護するのは
当然」（＝１）～「子どもが無理をしてまで親を
介護する必要はない」（＝３）の３段階で把握
した。世間体は，浅井らによって開発された世
間体スケールの短縮版（10項目４件法）を用い
た11)12)。このスケールは点数が高いほど世間体
を気にしていることを表している。保健行動は
「休養や睡眠を十分にとる」「健康診断などを
定期的に受ける」といった健康維持・増進のた
め日頃心がける態度や行動からなる10項目につ
いて，「実行している」（＝１）「実行していな
い」（＝０）の２件法でたずね加算して点数化
したものである（α＝0.65）。社会階層は，日
本の社会全体を「上」から「下」までの５つの
層に分けた場合に自分がどこに属するかを主観
としてたずねた。地域規模は，居住地の人口規
模にしたがい「郡部」～「大都市」の４段階で把
握した。ソーシャルサポートは野口の開発した
ソーシャルサポート尺度のうち，情緒的サポー
ト４項目と手段的サポートの４項目について，
同居家族，別居親族，兄弟親戚，近隣，友人の
５種類の提供主体ごとにその入手可能性の有無
をたずね加算した13)（α＝0.83）。また，
は老研式活動指標14)を用いた。

Ⅳ

14の独立変数について，平均値と標準偏差を
に示した。
サービス認知は14種類の各サービスについて
「全く知らない」～「よく知っている」の４段階
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変数 平均値 標準偏差

性別
年齢
配偶者の有無
同居者数
学歴（２段階）
居住年数
老親介護規範
世間体
保健行動

慢性疾患の有無
社会階層
地域規模
ソーシャルサポート
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でたずねた 。よく知られているのは，
ホームヘルプ，デイサービス・デイケア，訪問

看護サービスで，７割近い回答者が「よく知っ
ている」あるいは「ある程度知っている」と答
えている。他方，認知度が低いサービスはグ
ループホームと介護予防サービスで，「よく
知っている」と答えた者は１割程度で，「ある
程度知っている」を合わせても３割程度にとど
まっている。「全く知らない」者も４割程度存
在する。
次に，14種類のサービスについて「すでに利
用している」～「利用しない」の４つの選択肢で
利用意識をたずねたところ，グループホームと
有料老人ホームで「利用しない」とする回答者
が４割を超え多くなっているのが特徴的である。
その他のサービスでは，ショートステイを除く

既存の介護保険の居宅介護
サービスの利用意向が若干
高い傾向にあり，２割以上
が「ぜひ利用したい」と回
答している 。

14種類のサービスに対す
る認知に関して主成分分析
（バリマックス回転）を実
施した結果，最小固有値を
１とした場合，一次元構造
にあることが確認された。
因子寄与率は63.5％である。
次に，同じく14種類のサー
ビス利用意識について「す
でに利用している」と「ぜ
ひ利用したい」のカテゴ
リーを統合したうえで同様
の分析を行ったところ，
のとおり２つの主成分が
抽出された。累積因子寄与
率は69.9％である。第１因
子はホームヘルプから介護
予防サービスまでの在宅
サービスに関する利用意向
で構成されており，「在宅
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サービス Ⅰ Ⅱ 共通性

在宅サービス利用意向
福祉用具の貸与・購入
ケアマネジャー
住宅改修費の支給
デイサービス・デイケア
訪問看護サービス
在宅介護支援センター
訪問介護（ホームヘルプ）
短期入所（ショートスティ）
介護予防サービス

施設サービス利用意向
グループホーム
介護療養型医療施設
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
有料老人ホーム

因子寄与
因子寄与率（％）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

素因
性別
年齢
配偶者の有無
同居者数
学歴
居住年数
老親介護規範
世間体
保健行動

ニーズ要因

慢性疾患の有無
利用促進要因
社会階層
地域規模
ソーシャルサポート

決定係数（Ｒ2）
ΔＲ2

注 ＊ｐ＜0.05，＊＊ｐ＜0.01，(＊)ｐ＜0.1
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サービス利用意向」と命名した。第２因子は，
特別養護老人ホーム～有料老人ホームの利用意
向で構成されていることから「施設サービス利
用意向」と命名した。

サービス認知を従属変数とし，独立変数とし
て素因，ニーズ要因，利用促進要因を順番に投
入する階層的重回帰分析を行った結果を に
示す。素因のみを投入した場合，有意な規定要
因であると認められるのは，社会文化的要因で
ある居住年数，学歴，意識・態度要因である世
間体，保健行動である。素因に加えてニーズ要
因を加えると，上記に加えてニーズ要因の

に有意な影響力が認められる。さらに利
用促進要因を加えると， の影響力が認め
られなくなり，利用促進要因の社会階層とソー
シャルサポートが有意となる。すべての変数を
投入すると，素因の社会文化的要因である居住
年数，学歴，意識・態度要因の世間体，保健行
動，利用促進要因の社会階層，ソーシャルサ
ポートが介護サービスの認知を高める規定要因
となる。

施設サービス利用意向の因子得点を従属変数
とし，先にあげた独立変数の利用促進要因に

サービス認知を加えた階層的重回帰分析を行っ
た結果を に示す。
はじめに，素因のみを投入した場合，有意な
規定要因であると認められるのは，意識・態度
要因である老親介護規範のみである。ニーズ要
因を加えると，老親介護規範に加えて
に有意な影響力が認められる。さらに利用促進
要因を加えた場合，上記の２変数に加え，利用
促進要因の社会階層およびサービス認知が有意
になる。すなわち，施設サービス利用について
は，伝統的な老親介護規範にとらわれず，

が高く，社会階層が低く，介護サービス
に関する認知が高いことが利用意向を高める要
因となっている。
一方，在宅サービス利用意向の因子得点を従
属変数として同様の分析を行った結果を に
示す。素因のみを投入した場合，有意な規定要
因であると認められるのは，意識・態度要因で
ある保健行動のみである。ニーズ要因を加える
と に有意な影響力が認められる。ただ
し，施設サービス利用意向とは異なり，
が低いことが在宅サービス利用意向を高めてい
る。さらに利用促進要因を加えた場合，上記の
２変数に加え，年齢とサービス認知が有意にな
る。在宅サービス利用意向は，年齢が若く，健
康に留意した保健行動を日頃から積極的に行っ
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

素因
性別
年齢
配偶者の有無
同居者数
学歴
居住年数
老親介護規範
世間体
保健行動

ニーズ要因

慢性疾患の有無
利用促進要因
社会階層
地域規模
ソーシャルサポート
サービス認知

決定係数（Ｒ2）
ΔＲ2

注 ＊ｐ＜0.05，＊＊ｐ＜0.01，(＊)ｐ＜0.1

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

素因
性別
年齢
配偶者の有無
同居者数
学歴
居住年数
老親介護規範
世間体
保健行動

ニーズ要因

慢性疾患の有無
利用促進要因
社会階層
地域規模
ソーシャルサポート
サービス認知

決定係数（Ｒ2）
ΔＲ2

注 ＊ｐ＜0.05，＊＊ｐ＜0.01，(＊)ｐ＜0.1
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ていること， が低いこと，および介護
サービスの認知が高いことが当該サービスの利
用意向を高める要因となっている。

Ⅴ

本研究の結果，介護保険制度施行５年が経過
した2005年の時点においても新しいサービスを
中心に認知が十分に図られていないことが判明
した。また，サービス利用意向は，施設サービ
ス利用意向と在宅サービス利用意向の２因子構
造になっており，施設サービスよりも在宅サー
ビスの利用意向が高くなっている。2006年度か
らは介護予防を重視した新たなサービス体系が
導入されているが，制度改正によって高齢者が
さらに混乱している可能性が危惧されることか
ら，より一層の周知活動が必要である。また，
新制度のもとで要支援高齢者の介護サービス利
用が限定的になるなかで，積極的に在宅介護
サービスの利用を求める高齢者の意向と現実と
の隔たりが拡大している可能性も考えられる。
次に，欧米における先行研究で多用されてい

る モデルを用いた要因分析から，当

該モデルで想定される素因，ニーズ要因，利用
促進要因は，わが国の高齢者におけるサービス
認知およびサービス利用意向のいずれについて
も一定の影響力を持つが，各要因および各要因
に含まれる変数の影響力は，サービス認知，施
設サービス利用意向，在宅サービス利用意向に
よって異なることが判明し，これら３つの従属
変数を個別に検討していく必要性があることが
示された。
サービス認知では，欧米の研究においても一
貫して示されているとおり，学歴が高いことが
認知につながっていた。また，意識・態度要因
に位置づけた世間体がサービスの利用意向では
なく，サービスの認知の段階で抑制的な影響を
及ぼしていた。一方，既存の研究で示されてき
た要因に加えて，今回の研究からは居住年数，
社会階層，ソーシャルサポートがサービス認知
に影響を及ぼしていることが判明した。介護
サービスに関する情報が地域におけるソーシャ
ルサポートを通して伝達され，さらにそれが社
会階層と関連していることは，超高齢社会を生
きる高齢者の社会関係や生活を豊かに保ち，社
会からの孤立を防ぐことが，高齢者の生活に必
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要な介護サービスの認知を高める観点から重要
であることを意味している。
サービス利用意向では，欧米諸国における先

行研究と同様に，サービス認知が高いほどサー
ビス利用意向も高くなる傾向が認められた。こ
の結果は，サービス認知がサービス利用意向を
形成する前提となっていることを意味している。
一方，サービス認知以外の規定要因は，２つの
次元別サービス利用意向で異なり，施設サービ
スについては，意識・態度要因である老親介護
規範の影響が認められた。伝統的な老親介護規
範をもっている高齢者ほど，施設サービス利用
に否定的であることは，これまでのわが国にお
ける先行研究において示されてきた知見を裏付
ける結果といえる。また，社会階層が低い高齢
者ほど施設サービスの利用意向をもつことは，
介護保険施行後，施設への入所希望が増大した
ことと符号するが，本研究の後，2005年10月か
ら施設サービス費の見直しが図られており，今
後はこのような傾向に変化が生まれることも予
想される。
在宅サービスについては，先行研究で指摘さ

れていた伝統的な老親介護規範や世間体の影響
はみられず，若い高齢者を中心に意識・態度要
因の影響が弱まり，代わって などの
ニーズに即して利用意向が形成され，健康維持
や介護予防の観点から積極的に利用したいとす
る意向が拡大していることが明らかになった。
介護保険制度施行後，各種世論調査において高
齢者介護をめぐる伝統的な意識や態度が変化し
ていることが明らかにされているが，本研究の
結果は，こうした変化が在宅サービスを中心に
生じていることを示唆している。
最後に，本研究の意義と限界，および今後の

課題にふれておきたい。本研究は対象者が80歳
未満の比較的健康な高齢者であり，介護が必要
になった場合に想定されるサービス利用意向を
たずねる調査設計であったことから，現実的な
サービス利用とは乖離した結果が得られた可能
性は否定できない。とりわけニーズ要因はサー
ビス認知に強い影響を及ぼさず，施設サービス
利用意向と在宅サービス利用意向で対照的な影

響力をもつなど解釈が難しい結果もみられた。
今後は要介護状態にある高齢者を含めた分析を
行い， モデルのわが国における妥当
性の検証を含め，わが国における介護サービス
利用モデルについてさらなる検討を加えていく
ことが必要である。その場合は，高齢者自身が
調査に回答できる割合が減少し，介護者の意向
が強まる状況が生まれてくることから，介護者
の状況や意向をはじめ，サービス利用に大きな
影響を与える介護支援専門員の役割などを組み
込んだサービス利用モデルの検証を行う必要が
あるだろう。最後に，今回の研究は2005年の時
点における横断的調査をもとにしているが，制
度の改正を含めて介護をめぐる環境が大きく変
化するなかで，介護サービスに対する高齢者の
利用意向を継続的に把握・分析していくことが
求められる。
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